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(54)【発明の名称】 人間の反応とクラスタリング法とに基づく大気質分析方法及び装置

(57)【要約】
喘息病患者に関連する危険因子情報と位置データを収集
し、大気質に関連する情報をこれらの患者に提供する方
法及び装置が開示される。人間の反応とクラスタリング
法とに基づいて大気質分析を容易にする移動用双方向通
信手段が用いられる。本方法には、ユーザーに関連する
所定の生理学的パラメータ及び動的パラメータを測定す
るステップと、この測定された所定のパラメータを分析
手段へ伝送するステップと、測定された生理学的パラメ
ータ及び動的所定パラメータとを分析して、測定された
所定の生理学的パラメータ及び動的パラメータに関連す
るアドバイス情報を決定し、このアドバイス情報をユー
ザーへ伝送するステップと、が含まれる。ユーザーに関
連する所定の生理学的パラメータ及び動的パラメータの
測定にはユーザーの生理学的条件の測定が含まれる。こ
れらの動的パラメータには一日の時刻及び／又は地理上
の所在位置等の所在場所に関する情報が含まれる。伝送
は移動電話、移動型双方向ポケベル、個人用無線情報機
器またはインターネット・アクセス用装置を用いて行わ
れ、分析には自己編成用マップを用いるデータのマッピ
ングが含まれる。



(2) 特表２００２－５４２８６８

【特許請求の範囲】

    【請求項１】  ユーザーに対してアドバイス情報を提供する方法において、

  ユーザーに関連する所定の生理学的パラメータ及び動的パラメータを測定する

ステップと、

  前記測定された所定のパラメータを分析手段へ伝送するステップと、

  前記測定された生理学的パラメータ及び動的所定パラメータを分析して前記測

定された所定の生理学的パラメータ及び動的パラメータに関連するアドバイス情

報を決定するステップと、

  前記ユーザーへ前記アドバイス情報を提供するステップと、を有することを特

徴とする方法。

    【請求項２】  請求項１に記載の方法において、ユーザーに関連する所定の

生理学的パラメータ及び動的パラメータを測定する前記ステップが、前記ユーザ

ーの生理学的条件を測定するステップを有することを特徴とする方法。

    【請求項３】  請求項２に記載の方法において、前記生理学的条件が呼吸機

能の表示を有することを特徴とする方法。

    【請求項４】  請求項２に記載の方法において、前記動的パラメータが所在

位置に関する情報を有することを特徴とする方法。

    【請求項５】  請求項４に記載の方法において、前記所在位置に関する情報

が一日の時刻を有することを特徴とする方法。

    【請求項６】  請求項４に記載の方法において、前記所在位置に関する情報

が日付を有することを特徴とする方法。

    【請求項７】  請求項６に記載の方法において、前記日付が季節的影響を判

断するために使用されることを特徴とする方法。

    【請求項８】  請求項４に記載の方法において、前記所在位置に関する情報

が地理上の所在位置を有することを特徴とする方法。

    【請求項９】  請求項１に記載の方法において、アドバイス情報を提供する

前記ステップが、移動電話、移動用双方向ポケベル、個人用無線情報機器または

インターネット・アクセス用装置を用いて前記ユーザーへ前記アドバイス情報を

伝送するステップを有することを特徴とする方法。
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    【請求項１０】  請求項１に記載の方法において、アドバイス情報を提供す

る前記ステップが、前記アドバイス情報のサーチをユーザーが行うことを可能に

するステップを有することを特徴とする方法。

    【請求項１１】  請求項１に記載の方法において、前記分析ステップが、前

記データのマッピングを行うステップを含むことを特徴とする方法。

    【請求項１２】  請求項１１に記載の方法において、前記マッピングを行う

ステップが、自己編成用マップを用いて前記データを処理するステップをさらに

有することを特徴とする方法。

    【請求項１３】  請求項１に記載の方法において、前記分析ステップが、前

記データの相互相関と相互マッピングを含むことを特徴とする方法。

    【請求項１４】  請求項１に記載の方法において、前記アドバイス情報がリ

スク・マップを有することを特徴とする方法。

    【請求項１５】  請求項１４に記載の方法において、前記リスク・マップが

ユーザーの所在位置に関連する警告を有し、その場合、前記所在位置が前記所在

位置に関連する高いリスクを有するものとして特定されることを特徴とする方法

。

    【請求項１６】  請求項１５に記載の方法において、前記リスクが前記ユー

ザーにとって個人的なものであることを特徴とする方法。

    【請求項１７】  請求項１５に記載の方法において、前記リスクが喘息のタ

イプに関連することを特徴とする方法。

    【請求項１８】  或る移動通信手段のユーザーに対して大気質分析を行うシ

ステムにおいて、

  前記ユーザーに関連する生理学的パラメータ及び動的パラメータを通信網を利

用して伝送する双方向移動データ通信手段と、

  前記通信網と接続されたサーバーであって、前記生理学的パラメータ及び動的

パラメータを受信し、前記ユーザーへのアドバイス情報を含むフィードバックを

行うためのデータベースを形成するサーバーと、を有することを特徴とするシス

テム。

    【請求項１９】  請求項１８に記載のシステムにおいて、前記ユーザーの前
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記生理学的パラメータが前記ユーザーの生理学的条件を有することを特徴とする

システム。

    【請求項２０】  請求項１９に記載のシステムにおいて、前記ユーザーの生

理学的条件が呼吸機能表示を有することを特徴とするシステム。

    【請求項２１】  請求項１８に記載のシステムにおいて、前記動的パラメー

タが所在位置に関する情報を有することを特徴とするシステム。

    【請求項２２】  請求項２１に記載のシステムにおいて、前記所在位置に関

する情報が一日の時刻を有することを特徴とするシステム。

    【請求項２３】  請求項２１に記載のシステムにおいて、前記所在位置に関

する情報が日付を有することを特徴とするシステム。

    【請求項２４】  請求項２３に記載のシステムにおいて、前記日付が季節的

影響を判断するために使用されることを特徴とするシステム。

    【請求項２５】  請求項２１に記載のシステムにおいて、前記所在位置に関

する情報が地理上の所在位置を有することを特徴とするシステム。

    【請求項２６】  請求項１８に記載のシステムにおいて、双方向移動データ

通信手段が、移動電話、移動用双方向ポケベル、個人用無線情報機器またはイン

ターネット・アクセス用装置を有することを特徴とするシステム。

    【請求項２７】  請求項１８に記載のシステムにおいて、前記サーバーが、

前記アドバイス情報のサーチをユーザーが行うことを可能にすることを特徴とす

るシステム。

    【請求項２８】  請求項１８に記載のシステムにおいて、前記サーバーが前

記データをマップすることを特徴とするシステム。

    【請求項２９】  請求項２８に記載のシステムにおいて、前記サーバーが自

己編成マッピングを用いて前記データのマッピングを行うことを特徴とするシス

テム。

    【請求項３０】  請求項１８に記載のシステムにおいて、前記サーバーが前

記データの相互相関と相互マッピングを行うことを特徴とするシステム。

    【請求項３１】  請求項１８に記載のシステムにおいて、前記アドバイス情

報がリスク・マップを有することを特徴とするシステム。
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    【請求項３２】  請求項３１に記載のシステムにおいて、前記リスク・マッ

プがユーザーの所在位置に関連する警告を有し、その場合、前記所在位置が前記

所在位置に関連する高いリスクを有するものとして特定されることを特徴とする

システム。

    【請求項３３】  請求項３２に記載のシステムにおいて、前記リスクが前記

ユーザーにとって個人的なものであることを特徴とするシステム。

    【請求項３４】  請求項３２に記載の方法において、前記リスクが喘息のタ

イプに関連することを特徴とする方法。
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【発明の詳細な説明】

      【０００１】

  発明の属する技術分野

  本発明は、一般に通信に関し、具体的には、移動通信手段を利用して人間の反

応とクラスタリング法とに基づいて大気質分析を行う方法及び装置に関する。

      【０００２】

  従来の技術

  肺気腫、喘息、慢性閉塞性肺疾患(ＣＯＰＤ)、気管支炎等の呼吸器疾患を患っ

ている患者の羅患率と、これらの患者の治療費の双方が急激に上昇している。例

えば、合衆国では約１５００万人の人々が喘息を患い、毎年１憶日以上の活動を

制限されている。１９９８年５月、喘息の健康管理コストは年当たり６１０億ド

ル以上であったことが合衆国の保健社会福祉省(Department of Health and Huma

n Services)によって推定された。さらに、１９９７年１月、合衆国国立アレル

ギー及び感染病研究所によって、喘息が原因で学校へ行けない子供たちの世話を

して働いている親によって生じる生産性の損失は毎年１１０億ドルであったと推

定された。さらに、喘息の罹病率が急激に上昇した。例えばフィンランドでは喘

息の薬物療法を受けている児童の数は、１９８６年には６,４００人であったが

、１９９６年までに２１,６００人まで増加した。したがって、喘息等の気管支

疾患を制御する新しい研究が続けられ、広く普及した公的及び私的支援方法が発

見されてきた。

      【０００３】

  喘息とは気管の慢性炎症性不順である。この炎症に起因して、感受性の強い個

人に、咳、喘鳴、胸部の締め付け感及び呼吸困難という再発性の症状が発現する

。この炎症に起因して、アレルゲン、化学的刺激物、タバコの煙、冷気あるいは

運動等の刺激に対して気道が敏感になる。これらの刺激にさらされると、気道が

膨れたり、収縮したり、粘液で満たされたりして、刺激に対して過敏症になるこ

とがある。この結果として生じる空気流を制限することにより、自然にあるいは

治療のいずれかによって治療が可能である(但しこの治療方法は患者によっては

それほど完全なものではない)。喘息療法が適切であれば、長期間にわたって炎
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症を小さくし、症状の制御を行うことが可能となり、通常ほとんどの喘息に関連

する問題の防止が可能となる。

      【０００４】

  上記に示唆したように、喘息発作の進展の防止が本研究の主要目標である。喘

息を進展させる最も強い危険因子はアレルゲン刺激物等の環境因子にさらすこと

であることが現在証拠によって証明されている。喘息のトリガー(喘息の症状と

発作を早める要因)となるものの特定と制御が、喘息管理の成功にとって非常に

重要である。例えば、少なくとも以下の要因がトリガーとして特定されている：

(自分の喫煙及び他人の喫煙による)タバコの煙、都市の大気汚染、ゴキブリによ

るアレルゲン、ネコやその他のペットによるアレルゲン、花粉、カビの胞子、低

い大気オゾン、低い気温または高い気温、高い湿度、及び、周囲の化学薬品とガ

ス。

      【０００５】

  個別の危険因子に加えて、各個人はこれらの危険因子の各々、及び、これらの

危険因子の様々な組合せに反応する。喘息発作のトリガーとなる共通のアレルゲ

ンと刺激物が患者の環境から取り除かれたとき、喘息症状と入院加療の防止が可

能となり、投薬が少なくなる。

      【０００６】

  トリガーの回避は行動の変更を意味するが、一部の患者やその家族にとっては

行動の変更が非常に困難である場合がある。各喘息病患者は、自分の発作のトリ

ガーを回避する最も適切な方法を見つける努力をしなければならない。テレビ・

ネットワークのなかには、花粉(カバの木、干し草など)に関する基本情報を予め

提供するものもある。また、ある場所におけるオゾン・レベルに関する基本情報

の入手が可能である。しかし、この情報は非常に一般的な形のものであり、個人

には主観的見地からその影響全体を推定する手段がない。さらに、患者と医師が

喘息症状あるいはその重要度を認識していない場合が多いので、客観的測定値が

重要となる。したがって、空気流の制限値を査定し、喘息の進行を診断し、モニ

ターする助けとするために肺機能測定値が利用される。それに応じて、高血圧症

を診断しモニターする血圧測定の場合と同様に、喘息管理のための肺機能測定が
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利用される。

      【０００７】

  強制呼息中気道の中を空気が移動する最も速い速度である最大呼気流量(ＰＥ

Ｆ)がピーク・フロー・メーターによって測定される。ＰＥＦによって、気道妨

害を示す単純で再現可能な量的測定値が得られる。ピーク・フロー・メーターは

安価で、軽量で、携帯可能である。さらに、個々の各患者について反復測定を行

う再現可能性が通常非常に高い。

      【０００８】

  それにもかかわらず、どのような危険因子(所在場所、アレルゲン、刺激物な

ど)の組合せが発作の可能性を増加させるかを特定することは、個人の能力では

不可能とは言わないまでも非常に困難である。しかし、喘息に罹っている各個人

が、これらの状況をより良く特定して、自身の疾患と症状をより良く管理するこ

とは極めて価値のあることである。原理的には、各個人に対して大気質に関する

情報を与えることは可能ではあるが、すべての生じ得る危険因子に対して、すべ

ての必要な場所ですべての必要な測定装置を利用することは不可能であるため、

実際問題としてそのような管理は不可能である。

      【０００９】

  喘息病患者に関連する危険因子情報と所在位置データを収集して、これらの患

者に対して大気質に関する情報を与える方法及び装置に対する要望が存在するこ

とを理解することができる。

      【００１０】

  人間の反応とクラスタリング法とに基づいて大気質分析を容易にする移動用双

方向通信手段を利用するシステムに対する要望が存在することを理解することも

できる。

      【００１１】

  発明が解決しようとする課題

  上述の従来技術の限界を解決するために、また、本明細書を読み、理解すると

き明らかになるその他の限界を解決するために、本発明は、喘息病患者に関連す

る危険因子情報と所在位置データとを収集し、これらの患者に対して大気質に関
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する情報を提供する方法及び装置を開示するものである。

      【００１２】

  課題を解決するための手段

  本発明は、移動用双方向通信手段を利用して人間の反応とクラスタリング法と

に基づいて大気質分析を容易にするシステムを提供することにより上述の問題を

解決するものである。

      【００１３】

  本発明の原理に準拠する方法には、ユーザーに関連する所定の生理学的及び動

的パラメータを測定するステップと、この測定された所定のパラメータを分析手

段へ伝送するステップと、測定された生理学的パラメータ及び動的所定パラメー

タを分析して、測定された所定の生理学的及び動的パラメータに関連するアドバ

イス情報を決定し、このアドバイス情報をユーザーへ伝送するステップと、が含

まれる。

      【００１４】

  本発明の原理による方法を示すその他の実施例には代替のまたはオプションの

追加の態様が含まれる場合もある。本発明のこのような態様の１つとして、ユー

ザーに関連する所定の生理学的パラメータ及び動的パラメータの測定が、ユーザ

ーの生理学的条件の測定を含む態様がある。

      【００１５】

  本発明の別の態様として、上記生理学的条件が呼吸機能の表示を含む態様があ

る。

      【００１６】

  本発明の別の態様として、動的パラメータが所在位置に関する情報を含む態様

がある。

      【００１７】

  本発明の別の態様として、所在位置に関する情報が１日の或る時刻を含む態様

がある。

      【００１８】

  本発明の別の態様として、所在位置に関する情報が地理上の所在位置を含む態
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様がある。

      【００１９】

  本発明の別の態様として、伝送が、移動電話、移動用双方向ポケベル、個人用

無線情報機器またはインターネット・アクセス用装置を用いて行われる態様があ

る。

      【００２０】

  本発明の別の態様として、分析が、自己編成用マップを用いるデータのマッピ

ングを含む態様がある。

      【００２１】

  本発明の別の態様として、アドバイス情報がリスク・マップを含む態様がある

。

      【００２２】

  本発明の別の態様として、リスク・マップがユーザーの所在位置に関連する警

告を含む態様があり、その場合、該所在位置はそれに関連する高いリスクを有す

るものとして特定される。

      【００２３】

  本発明の別の態様として、リスクがユーザーにとって個人的なものである態様

がある。

      【００２４】

  本発明の別の態様として、リスクが喘息のタイプに関連するものである態様が

ある。

      【００２５】

  本発明を特徴づけるこれらの新規の利点と特徴及び様々な新規の利点と特徴は

、特に、本明細書に付属する請求項に記載され、本明細書の一部を形成する。し

かし、本発明と、その利点及びその利用によって得られる目的をよりよく理解す

るために、本明細書のさらなる一部を形成する図面を参照し、本発明に準拠する

装置の具体例が例示され、記載されている添付の記載事項を参照することが望ま

しい。

      【００２６】
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  発明の実施の形態

  例示実施例についての以下の説明では、本明細書の一部を形成する添付図面が

参照され、この図面の中で、本発明を実施することができる具体的な実施例が例

を用いて示される。本発明の範囲から逸脱することなく構造上の改変を行うこと

ができるように、その他の実施例の利用が可能であると理解すべきである。

      【００２７】

  本発明は、喘息病患者に関連する危険因子情報と所在位置データとを収集し、

大気質に関連する情報をこれらの患者に提供する方法及び装置を提供するもので

ある。人間の反応とクラスタリング法とに基づいて大気質分析を行うために移動

通信手段が用いられる。本発明では、喘息を持つすべての個人に対して関連する

クラスタが自動的に作成される。情報は、クラスタ・タイプによって、及び、物

理的所在位置によって個人の専有物とされる。本発明はまた適応性を有し、した

がって、本発明によって新しい危険因子がずっと学習され、また、それらの危険

因子の相互作用についての学習も行われる。

      【００２８】

  図１は、本発明に準拠して、人間の反応とクラスタリング法とに基づいて大気

質分析を行うシステム１００を例示する図である。図１では、移動電話、移動用

双方向ポケベル、個人用無線情報機器または無線インターネット・アクセス用装

置等の双方向移動データ通信手段１１０が使用され、最大呼気流量メーターを用

いる呼吸機能表示等の生理学的測定が通信網１２０を利用するサーバーに対して

行われる。ユーザー入力による所在位置パラメータ等の動的パラメータ、及び、

全地球測位システム、タイミング・アドバンス位置決めメカニズム、着信時刻位

置決めメカニズム、拡張型時間差位置メカニズム、移動通信網によって実行可能

なその他の所在位置決定手法あるいはこれらの組合せ等の所在位置サービス処理

も移動通信手段によって提供される。したがって、喘息を持つ多くの個人が簡単

なＰＥＦメーターと双方向移動データ通信手段(ショート・メッセージ・サービ

ス(ＳＭＳ)能力や双方向ポケベル、及び、移動通信手段及び／又は移動通信網に

よって実行可能な位置の特定を可能にする能力を備えた移動通信手段)などを利

用してデータを収集するとき、データベースの中に大きなデータ収集の構成を行
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うことができる。

      【００２９】

  移動通信手段からのデータはサーバー１３０へ出力され、サーバー１３０は、

多次元データ・クラスタリング法を用いて、様々な喘息のタイプを特定し、各タ

イプの症状を様々なタイプの大気質パターンと関連づける。ローカル・サービス

・エリア、地域別エリア、国内エリアなどの任意の所定エリアを表すように、こ

のデータの構成が可能である。

      【００３０】

  図２は、人間の反応とクラスタリング法とに基づいて大気質分析を行う方法を

示すフローチャート２００を例示する。図２では、ユーザーは最大呼気流量(Ｐ

ＥＦ)メーター２１０を用いて自分の呼吸機能の測定を行う。地理上の所在位置

等の場所を示す情報も取得される(２１２)。多数の個人がこれらの測定を行い、

ＰＥＦデータと所在位置に関する情報がデータベース２２０へ伝送される。各デ

ータ・セットがすべての他の個人データと組み合わされる。さらに、国立気象協

会や大気特性測定局から得られる、気温、オゾン、湿度、花粉、大気汚染、空気

中の塵埃などの所在場所に関する環境情報がこれらの個人データと組み合わされ

る。すべてのデータは多次元データ・クラスタリング２３０を用いて分析される

。この分析によってデータの相互相関と相互マッピングとが可能になる。このデ

ータからアドバイス情報が個人２４０へ提供される。このようなフィードバック

は、ユーザーへの個人的通知２４２の形をとる場合、及び／又は、地域別エリア

についてのリスク・マップ２４４がユーザーへ提供される場合もある。

      【００３１】

  図３は、図２に例示されている処理のシステムレベル・ダイアグラム３００を

例示する図である。図３で、喘息を持つ個人(ユーザー)３１０は、その症状、薬

物療法、及び、その日の肺機能３１２とに従って、その情報と共に、所在場所３

２０、大気質３２２、及び、時刻／日付３２４等の動的所在位置３１４情報を分

析対象となる大気質(ＡＩＲＱ)データベース３３０へ提供する。他に大気質測定

装置が存在しないエリアに個人がいる場合、個人は自分個人の喘息に関係する大

気質の推定値を提供してもよい。さらに、この時刻／データ情報３２４を利用し
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て、カビや花粉等の季節的影響の予測及び特定を行うことができる。

      【００３２】

  移動通信手段などの双方向移動通信手段３４２の喘息関連メニュー３４０を用

いて、所在場所、薬物療法、症状などに関するデータが提供される。次いで、個

人は、例えば、或るデータベースへのすべての収集データをＳＭＳメッセージと

して大気質(ＡＩＲＱ)データベースへ伝送する。

      【００３３】

  自己編成用マップ(ＳＯＭ)３５０形式などの現代の多次元データ・クラスタリ

ングを用いて、様々な喘息タイプが認識され、各タイプの症状が様々なタイプの

大気質パターンと関連づけられる。上記学習段で、ＳＯＭ３５０によって、喘息

クラスタ・タイプ(ＡＣＴ)が形成され、そのタイプの症状が様々な大気質状況と

相関づけられる。

      【００３４】

  本明細書に記載の分析手段は当業者には公知のものであると理解すべきである

。例えば、自己編成用マッピングは、Kohonen, Teuvo著“自己編成用マップ”(

第２版、情報科学Springerシリーズ、１９９７年)に記載されているように１つ

の公知の手法である。この文献は、本明細書に参考文献として取り入れられてい

る。さらに、当業者は、本発明が特定タイプの分析手段に限定されたものとして

意図されたものではなく、本発明の教示に従って他の分析手段の利用も可能であ

ることを認識するであろう。

      【００３５】

  これらの結果すなわちトレンド３６０は各個人３１０へ戻され、私的なアドバ

イスとして利用可能であり、また、一般の人々も、一般的大気質マップとしてこ

れらの結果を入手することが可能である。これによって、個人は、彼らの特定の

ＡＣＴにとってリスク・レベルが高いエリアへ行く場合、警告を得ることができ

る。このデータは、さらに広いエリアやさらに狭いエリアについてのＡＣＴ専用

のリスク・マップの作成にも使用することができる。

      【００３６】

  物理的測定情報に加えて、喘息を持っている個人から着信する症状情報によっ
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て、その環境内での或る特定のリスクが存在する所在位置を自動的に明らかにす

ることができる。例えば、或る公共の建物がかび臭くなる場合などがあり、最も

敏感な喘息患者の場合、それに反応する可能性がある。しかし彼らはそのことに

ついて未だ公に苦情を申し立てたがらない。しかし、多くの個人が、ある特定の

建物で彼らが症状にかかることを個々に独立に指摘すれば、環境局の公務員３７

０が共通の症状の原因(工場からの排出物など)の検査を行うために訪れることが

できる。

      【００３７】

  このように、これらの環境局の公務員３７０がＡＣＴ専用のリスク・マップ３

７２を利用することが可能である。喘息を持っている１個人が、すべての必要デ

ータの収集を行うことは不可能であるが、全喘息患者のわずか１％でも、１日当

たり数千あるいは数万の測定値の提供を容易に行うことができる。この測定値デ

ータは喘息クラスタ・タイプ(ＡＣＴ)専用のリスク・マップ３７２の作成に十分

な量となる。さらに、各個人３１０は自分のＡＣＴを知り、その結果大気質(Ａ

ＩＲＱ)データベース３３０をサーチすることができるようにもなる。例えば、

ある個人は、リスクの高い場所を求めてデータベース３３０をサーチし、最もリ

スクの高い場所を避けるようにしたり、重篤な症状が突発的に発現しないうちに

適切な時点で必要な薬物療法を行うようにすることが可能となる。

      【００３８】

  したがって、喘息を持っている個人３１０は、クラスタリングのための基本デ

ータを提供する、生きている測定“装置”から成るネットワークを形成すること

になり、分析されたデータは、テレビやインターネットなどを介してＡＣＴ専用

リスク・マップとして単純な形ですべての人へフィードバックされることになる

。

      【００３９】

  本発明の例示的実施例についての上述の説明は例示と説明を行う目的で示され

たものである。開示された通りの正確な形に本発明を完全に限定することを意図

するものではない。上述の教示を考慮して多くの改変と変更を行うことが可能で

ある。本発明の範囲は、上記詳細な記載によって限定されるものではなく、本明
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細書に添付の請求項によって限定されるものである。

【図面の簡単な説明】

  参照図面では同様の参照番号は図面を通じて対応する部分を表すものとする。

    【図１】

  本発明に準拠して、人間の反応とクラスタリング法とに基づいて大気質分析を

行うシステムを例示する。

    【図２】

  人間の反応とクラスタリング法とに基づいて大気質分析を行う方法を示すフロ

ーチャートを例示する。

    【図３】

  図２に例示されている処理のシステムレベル・ダイアグラムを例示する。

【図１】
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【図２】
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【図３】
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【手続補正書】特許協力条約第３４条補正の翻訳文提出書

【提出日】平成１３年５月２日（２００１．５．２）

【手続補正１】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

    【請求項１】  ユーザーの健康状態に影響を与える環境因子に関するアドバ

イス情報を前記ユーザーへ提供する方法において、

  ユーザーに関連する所定の生理学的パラメータ及び動的パラメータに基づいて

前記ユーザーの環境因子を測定するステップ(２１０)と、

  前記測定された所定のパラメータを分析手段へ伝送するステップ(２２０)と、

  前記測定された生理学的パラメータ及び動的所定パラメータを分析して、前記

ユーザーの健康状態に影響を与える環境因子であって、前記測定された所定の生

理学的パラメータ及び動的パラメータに関連する環境因子に関するアドバイス情

報を決定するステップ(２３０)と、

  前記ユーザーへ前記アドバイス情報を提供するステップ(２４０)と、を有する

ことを特徴とする方法。

    【請求項２】  請求項１に記載の方法において、ユーザーに関連する所定の

生理学的パラメータ及び動的パラメータを測定する前記ステップが、前記ユーザ

ーの生理学的条件を測定するステップを有することを特徴とする方法。

    【請求項３】  請求項２に記載の方法において、前記生理学的条件が呼吸機

能の表示を有することを特徴とする方法。

    【請求項４】  請求項２に記載の方法において、前記動的パラメータが所在

位置に関する情報を有することを特徴とする方法。

    【請求項５】  請求項４に記載の方法において、前記所在位置に関する情報

が一日の時刻を有することを特徴とする方法。

    【請求項６】  請求項４に記載の方法において、前記所在位置に関する情報
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が日付を有することを特徴とする方法。

    【請求項７】  請求項６に記載の方法において、前記日付が季節的影響を判

断するために使用されることを特徴とする方法。

    【請求項８】  請求項４に記載の方法において、前記所在位置に関する情報

が地理上の所在位置を有することを特徴とする方法。

    【請求項９】  請求項１に記載の方法において、アドバイス情報を提供する

前記ステップが、移動電話、移動用双方向ポケベル、個人用無線情報機器または

インターネット・アクセス用装置を用いて前記ユーザーへ前記アドバイス情報を

伝送するステップを有することを特徴とする方法。

    【請求項１０】  請求項１に記載の方法において、アドバイス情報を提供す

る前記ステップが、前記アドバイス情報のサーチをユーザーが行うことを可能に

するステップを有することを特徴とする方法。

    【請求項１１】  請求項１に記載の方法において、前記分析ステップが、前

記測定された所定のパラメータのマッピングを行うステップを含むことを特徴と

する方法。

    【請求項１２】  請求項１１に記載の方法において、前記マッピングを行う

ステップが、自己編成用マップを用いて前記測定された所定のパラメータを処理

するステップをさらに有することを特徴とする方法。

    【請求項１３】  請求項１に記載の方法において、前記分析ステップが、前

記測定された所定のパラメータの相互相関と相互マッピングを含むことを特徴と

する方法。

    【請求項１４】  請求項１に記載の方法において、前記アドバイス情報がリ

スク・マップを有することを特徴とする方法。

    【請求項１５】  請求項１４に記載の方法において、前記リスク・マップが

ユーザーの所在位置に関連する警告を有し、その場合、前記所在位置が前記所在

位置に関連する高いリスクを有するものとして特定されることを特徴とする方法

。

    【請求項１６】  請求項１５に記載の方法において、前記リスクが前記ユー

ザーにとって個人的なものであることを特徴とする方法。
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    【請求項１７】  請求項１５に記載の方法において、前記リスクが喘息のタ

イプに関連することを特徴とする方法。

    【請求項１８】  或る移動通信手段のユーザーに対して大気質分析を行うシ

ステムにおいて、

  ユーザー所定の生理学的パラメータ及び動的パラメータからユーザーに関連す

る測定を行う手段と、

  前記ユーザーに関連する生理学的パラメータ及び動的パラメータを通信網を利

用して伝送する双方向移動データ通信手段(１１０；３４２)と、

  前記通信網(１２０)と接続されたサーバー(１３０)であって、前記生理学的パ

ラメータ及び動的パラメータを受信し、前記ユーザーからの前記ユーザーに関連

する前記所定の生理学的パラメータ及び動的パラメータに基づく前記大気質に関

する前記ユーザーへのアドバイス情報を含むフィードバックを行うためのデータ

ベース(１４０;３３０)を展開するサーバーと、を有することを特徴とするシス

テム。

    【請求項１９】  請求項１８に記載のシステムにおいて、前記ユーザーの前

記生理学的パラメータが前記ユーザーの生理学的条件を有することを特徴とする

システム。

    【請求項２０】  請求項１９に記載のシステムにおいて、前記ユーザーの生

理学的条件が呼吸機能表示を有することを特徴とするシステム。

    【請求項２１】  請求項１８に記載のシステムにおいて、前記動的パラメー

タが所在位置に関する情報を有することを特徴とするシステム。

    【請求項２２】  請求項２１に記載のシステムにおいて、前記所在位置に関

する情報が一日の時刻を有することを特徴とするシステム。

    【請求項２３】  請求項２１に記載のシステムにおいて、前記所在位置に関

する情報が日付を有することを特徴とするシステム。

    【請求項２４】  請求項２３に記載のシステムにおいて、前記日付が季節的

影響を判断するために使用されることを特徴とするシステム。

    【請求項２５】  請求項２１に記載のシステムにおいて、前記所在位置に関

する情報が地理上の所在位置を有することを特徴とするシステム。
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    【請求項２６】  請求項１８に記載のシステムにおいて、双方向移動データ

通信手段が、移動電話、移動用双方向ポケベル、個人用無線情報機器またはイン

ターネット・アクセス用装置を有することを特徴とするシステム。

    【請求項２７】  請求項１８に記載のシステムにおいて、前記サーバーが、

前記アドバイス情報のサーチをユーザーが行うことを可能にすることを特徴とす

るシステム。

    【請求項２８】  請求項１８に記載のシステムにおいて、前記サーバーが前

記測定された所定のパラメータをマップすることを特徴とするシステム。

    【請求項２９】  請求項２８に記載のシステムにおいて、前記サーバーが自

己編成マッピングを用いて前記測定された所定のパラメータのマッピングを行う

ことを特徴とするシステム。

    【請求項３０】  請求項１８に記載のシステムにおいて、前記サーバーが前

記測定された所定のパラメータの相互相関と相互マッピングを行うことを特徴と

するシステム。

    【請求項３１】  請求項１８に記載のシステムにおいて、前記アドバイス情

報がリスク・マップを有することを特徴とするシステム。

    【請求項３２】  請求項３１に記載のシステムにおいて、前記リスク・マッ

プがユーザーの所在位置に関連する警告を有し、その場合、前記所在位置が前記

所在位置に関連する高いリスクを有するものとして特定されることを特徴とする

システム。

    【請求項３３】  請求項３２に記載のシステムにおいて、前記リスクが前記

ユーザーにとって個人的なものであることを特徴とするシステム。

    【請求項３４】  請求項３２に記載の方法において、前記リスクが喘息のタ

イプに関連することを特徴とする方法。

【手続補正２】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】０００７

【補正方法】変更

【補正の内容】
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      【０００７】

  強制呼息中気道の中を空気が移動する最も速い速度である最大呼気流量(ＰＥ

Ｆ)がピーク・フロー・メーターによって測定される。ＰＥＦによって、気道妨

害を示す、単純な、再現可能な量的測定値が与えられる。ピーク・フロー・メー

ターは安価で、軽量で、携帯可能である。さらに、個々の各患者について反復測

定を行う再現可能性が通常非常に高い。

  合衆国特許公報５,８２７,１８０に遠隔地の患者治療システムについての記載

があり、健康管理の専門家やシステム自体が喘息の状態などの患者の状態をフォ

ローすることができる。さらに、各個人患者についての調整用処方箋がシステム

のデータベースの中にプログラムされている。さらに、合衆国特許公報５,８２

７,１８０には、個人／ユーザーの血圧、脈拍、血糖などから得られる測定、す

なわち直接ユーザー関連するパラメータの測定が開示されている。

【手続補正３】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】００１３

【補正方法】変更

【補正の内容】

      【００１３】

  本発明の原理に従う、ユーザーの健康状態に影響を与える環境因子に関するア

ドバイス情報をユーザーへ提供する方法は、

  ユーザーに関連する所定の生理学的パラメータ及び動的パラメータに基づいて

ユーザー環境因子から測定を行うステップと、

  測定された所定のパラメータを分析手段へ伝送するステップと、

  測定された生理学的パラメータ及び動的所定パラメータを分析して、ユーザー

の健康状態に影響を与える環境因子であって、測定された所定の生理学的パラメ

ータ及び動的パラメータに関連する環境因子に関するアドバイス情報を決定する

ステップと、

  このアドバイス情報をユーザーへ提供するステップと、を有する。

  また、本発明の原理に従って、移動通信手段を持っているユーザーへ大気質分
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析を行うシステムが与えられ、本システムは、

  ユーザーに関連する所定の生理学的パラメータ及び動的パラメータをユーザー

から測定する手段と、

  通信網を利用するユーザーに関連する生理学的パラメータ及び動的パラメータ

を伝送する双方向移動データ通信手段と、

  通信網と接続されたサーバーであって、生理学的パラメータ及び動的パラメー

タを受信し、ユーザーからのユーザーに関連する所定の生理学的パラメータ及び

動的パラメータに基づく大気質に関するユーザーへのアドバイス情報を含むフィ

ードバックを行うためのデータベースを展開するサーバーと、を有する。

【手続補正４】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】００３０

【補正方法】変更

【補正の内容】

      【００３０】

  図２は、人間の反応とクラスタリング法とに基づいて大気質分析を行う方法を

示すフローチャート２００を例示する。図２では、ユーザーは最大呼気流量(Ｐ

ＥＦ)メーター２１０を用いて自分の呼吸機能の測定を行う。地理上の所在位置

等の場所を示す情報も取得される(２１２)。多数の個人がこれらの測定を行い、

ＰＥＦデータと所在位置に関する情報がデータベース２２０へ伝送される。各デ

ータ・セットがすべての他の個人データと組み合わされる。さらに、国立気象協

会や大気特性測定局から得られる、気温、オゾン、湿度、花粉、大気汚染、空気

中の塵埃などの所在場所に関する環境情報がこれらの個人データと組み合わされ

る。すべてのデータは多次元データ・クラスタリング２３０を用いて分析される

。この分析によってデータの相互相関と相互マッピングとが可能になる。このデ

ータからアドバイス情報が個人２４０へ提供される。このようなフィードバック

は、ユーザーへの個人的通知２４２の形をとる場合、及び／又は、地域別エリア

についてのリスク・マップ２４４がユーザーへ提供される場合もある。
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【国際調査報告】
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